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『
太
平
経
鈔
』
丁
部
巻
之
四
（4/3b/2

～4/4b/1

） 

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
六
日 

担
当 

張 

名
揚 

  

〔
原
文
〕
一 

天
地
之
間
、
常
悉
使
非
其
能
、
強
作
其
所
不
及
、
而
難
其
所
不
能
。
時
覩
於
〔
其
〕
不
能
為

（
一
）
、
不
能
言
、
不
怜
而
教
之
、
反
就
責
之
、
使
〔
其
〕
冤
結
（
二
）
、
多
忿
爭
訟
。
民
愁
苦
困
窮
、

即
〈
而
仰
〉〔
仰
而
〕
呼
〔
皇
〕
天
（
三
）
。
誠
冤
〈
結
氣
〉〔
誠
冤
〕（
四
）
。〔
氣
〕
感
動
六
方
（
五
）
、

故
致
灾
變
紛
紛
。
畜
積
非
一
、
不
可
卒
除
。
為
害
甚
〔
甚
〕（
六
）
。
是
即
〈
告
〉〔
失
〕（
七
）

天
下

之
人
心
意
矣
。
終
反
無
成
功
、
變
怪
不
絕
。
太
平
之
氣
何
從
得
來
哉
？
故
不
能
致
太
平
〈
氣
〉

〔
也
〕（
八
）
。
咎
正
在
此
。 

  

〔
校
勘
〕
一
（『
太
平
経
』
巻
之
五
十
四
「
使
能
無
爭
訟
法
第
八
十
一
」
） 

（
一
）
【
時
覩
於
不
能
為
】
『
太
平
経
』
（
以
下
「
経
」
と
略
称
）
で
は
「
時
覩
於
其
不
能
為
」

に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
二
）
【
使
冤
結
】
経
は
「
使
其
冤
結
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
三
）
【
即
而
仰
呼
天
】
経
は
「
即
仰
而
呼
皇
天
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
四
）
【
誠
冤
結
氣
】
経
は
「
誠
冤
誠
冤
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
五
）
【
感
動
六
方
】
経
は
「
氣
感
動
六
方
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
六
）
【
甚
】
経
は
「
甚
甚
」
に
作
る
。 

（
七
）
【
告
】
経
は
「
失
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
八
）
【
氣
】
経
は
「
也
」
に
作
る
。 

  

〔
訓
読
〕
一 

天
地
の
間
、
常
に
悉
く
其
の
能
に
非
ず
し
て
、
強
い
て
其
の
及
ば
ざ
る
所
を
作
さ
し
め
、
そ

の
能
は
ざ
る
所
を
難
ず
。
時
に
其
の
為
す
こ
と
能
わ
ず
、
言
う
こ
と
能
わ
ざ
る
を
覩
て
、
怜
れ

み
て
之
に
教
え
ず
し
て
反
っ
て
就
き
て
之
を
責
め
、
其
の
冤
を
結
ば
し
め
、
忿
り
多
く
爭
訟
せ

し
む
。
民
、
愁
苦
に
し
て
困
窮
す
れ
ば
、
即
ち
仰
ぎ
て
皇
天
を
呼
ぶ
。
誠
に
冤
な
る
か
な
、
誠

に
冤
な
る
か
な
。
氣
、
六
方
を
感
動
す
る
が
故
に
灾
變
紛
紛
た
る
を
致
す
。
畜
積
し
て
一
に
非

ず
し
て
、
卒
に
除
く
べ
か
ら
ず
。
害
を
為
す
こ
と
甚
だ
し
。
是
れ
即
ち
天
下
の
人
の
心
意
を
失

う
な
り
。
終
に
反
っ
て
成
功
無
く
し
て
變
怪
絕
え
ず
。
太
平
の
氣
、
何
從
（
い
ず
く
ん
ぞ
）
来

た
る
を
得
ん
や
？
故
に
太
平
の
氣
を
致
す
こ
と
能
わ
ず
。
咎
、
正
に
此
に
在
り
。 

なににより

ざるをして
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〔
現
代
語
訳
〕
一 

天
地
の
間
で
は
、
い
つ
も
（
起
こ
る
の
は
、
）
能
力
の
な
い
も
の
に
、
無
理
や
り
そ
の
能
力

の
及
ば
な
い
こ
と
を
さ
せ
、
そ
の
で
き
な
い
こ
と
を
非
難
す
る
。
時
に
そ
の
で
き
な
い
こ
と
・

答
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
見
て
は
、
憐
れ
み
も
せ
ず
教
え
も
せ
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
責

め
、
怨
み
を
抱
か
せ
、
ひ
ど
く
怒
ら
せ
て
争
っ
た
り
訴
え
た
り
さ
せ
る
。
民
が
愁
い
苦
し
ん
で

困
窮
す
る
と
、
天
を
仰
ぎ
皇
天
を
呼
ん
で
し
ま
う
。
誠
に
怨
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
誠
に
怨

み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
こ
の
怨
み
の
）
気
が
六
方
（
東
・
西
・
南
・
北
・
上
・
下
）
を
震

撼
さ
せ
る
の
で
、
災
い
と
異
変
が
入
り
乱
れ
る
。
（
怨
み
の
気
が
）
積
み
重
な
っ
て
止
ま
ず
、

つ
い
に
除
去
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
害
は
甚
大
な
も
の

だ
。
そ
こ
で
天
下
の
人
々
の
心
を
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
つ
い
に
か
え
っ
て
成
功
を
収
め
ら
れ

ず
、
絶
え
ず
異
変
が
生
じ
て
し
ま
う
。
太
平
の
気
が
ど
う
し
て
や
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か

（
い
や
、
や
っ
て
く
る
は
ず
が
な
い
。
）
だ
か
ら
太
平
の
気
を
到
来
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
だ
。
そ
の
過
失
は
、
外
な
ら
ぬ
こ
こ
に
あ
る
。 

  

〔
注
釈
〕
一 

〇
冤
結 

 

『
後
漢
書
』
巻
一
「
光
武
帝
紀
」 

久
旱
傷
麥
、
秋
種
未
下
、
朕
甚
憂
之
。
將
殘
吏
未
勝
、
獄
多
冤
結
、
元
元
愁
恨
、
感
動
天

氣
乎
。 

『
後
漢
書
』
巻
三
十
「
襄
楷
伝
」 

臣
伏
見
太
白
北
入
數
日
、
復
出
東
方
、
其
占
當
有
大
兵
、
中
國
弱
、
四
夷
彊
。
臣
又
推
步
、

熒
惑
今
當
出
而
潛
、
必
有
陰
謀
。
皆
由
獄
多
冤
結
、
忠
臣
被
戮
。
德
星
所
以
久
守
執
法
、

亦
為
此
也
。 

『
後
漢
書
』
巻
七
二
「
董
卓
伝
」 

明
年
夏
、
大
雨
晝
夜
二
十
餘
日
、
漂
沒
人
庶
、
又
風
如
冬
時
。
帝
使
御
史
裴
茂
訊
詔
獄
、

原
繫
者
二
百
餘
人
。
其
中
有
為
傕
所
枉
繫
者
、
傕
恐
茂
赦
之
、
乃
表
奏
茂
擅
出
囚
徒
、
疑

有
姦
故
、
請
收
之
。
詔
曰
、
災
異
屢
降
、
陰
雨
為
害
、
使
者
銜
命
宣
布
恩
澤
、
原
解
輕
微
、

庶
合
天
心
。
欲
釋
冤
結
而
復
罪
之
乎
。
一
切
勿
問
。 

『
太
平
経
』
巻
六
七
「
六
罪
十
治
訣
第
一
百
三
」 

愛
之
反
常
怒
喜
、
不
肯
力
以
周
窮
救
急
、
令
使
萬
家
之
絕
、
春
無
以
種
、
秋
無
以
收
、
其

冤
結
悉
仰
呼
天
。
天
爲
之
感
、
地
爲
之
動
、
不
助
君
子
周
窮
救
急
、
爲
天
地
之
間
大
不
仁

人
。 

〇
爭
訟 

かんたんには

何処より

怨み気を結べば
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『
後
漢
書
』
巻
四
九
「
仲
長
統
伝
」
所
収
「
法
誡
篇
」 

舉
用
失
賢
、
百
姓
不
安
、
爭
訟
不
息
、
天
地
多
變
、
人
物
多
妖
、
然
後
可
以
分
此
罪
矣
。 

『
太
平
経
』
巻
一
一
六
「
某
訣
第
二
百
四
」 

今
太
平
氣
至
、
乃
天
與
神
兵
共
治
、
故
斷
刑
罰
兵
杖
爭
訟
、
令
使
察
察
、
萬
世
不
復
妄
也
。 

〇
皇
天 

『
太
平
経
』
巻
一
一
七
「
天
楽
得
善
人
文
付
火
君
訣
第
二
百
七
」 

夫
皇
天
、
乃
是
凡
事
之
長
、
人
之
父
母
也
、
天
下
聖
賢
所
取
象
也
。 

〇
太
平
氣 

『
太
平
経
』
卷
四
十
八
「
三
合
相
通
訣
第
六
十
五
」 

太
者
、
大
也
。
平
者
、
正
也
。
氣
者
、
主
養
以
通
和
也
。
得
此
以
治
、
太
平
而
和
、
且
大

正
也
、
故
言
太
平
氣
至
也
。 

  

〔
原
文
〕
二 

〈
天
下
〉
萬
物
（
一
）（
二
）

各
自
有
宜
。
當
任
其
所
長
、
所
能
為
、
所
不
能
為
者
、
而
不
可
強
也
。

萬
物
〔
雖
〕
俱
〈
愛
〉
〔
受
〕
陰
陽
之
氣
（
三
）
、
比
若
〈
莫
〉
〔
魚
〕
不
能
〔
無
水
〕（
四
）
〈
遊
〉

〔
游
於
〕（
五
）

高
山
之
上
、
及
其
有
水
、〈
不
限
〉〔
無
有
〕（
六
）

高
下
、
皆
能
〈
去
矣
〉〔
游
往
〕

（
七
）
、
大
木
不
能
無
〈
上
〉〔
土
〕（
八
）
、
生
於
江
海
之
中
。
是
以
古
者
聖
人
明
王
之
〈
受
〉〔
授
〕

（
九
）

事
也
、
五
土
各
取
其
〔
所
〕
宜
（
十
）
、〔
迺
〕
其
物
（
十
一
）

得
好
且
善
、
而
各
暢
茂
。
國
家
〔
為

其
〕
得
富
（
十
二
）
、
令
宗
廟
重
味
〈
食
之
〉〔
而
食
〕（
十
三
）
、
天
下
安
平
無
〔
所
〕
疾
苦
（
十
四
）
、
惡

氣
休
止
、
不
行
〈
而
〉
為
害
（
十
五
）
。
如
人
不
〔
卜
〕
相
其
土
地
而
種
〈
植
〉
之
（
十
六
）
、
〈
即
〉

〔
則
〕（
十
七
）

萬
物
不
〔
得
成
〕
竟
〔
其
〕
天
年
皆
〈
壞
〉〔
懷
〕（
十
八
）
。
冤
結
不
解
、
因
而
夭
終
、

〔
獨
〕
上
感
〔
動
〕
皇
天
（
十
九
）
。
萬
物
〈
不
〉〔
無
可
〕
收
〔
得
〕（
二
〇
）
、〔
則
〕
國
家
〔
為
其
〕

貧
極
（
二
一
）
、
食
不
重
味
、
宗
廟
飢
渴
、〔
得
〕
天
下
愁
苦
（
二
十
二
）
、
人
民
更
相
殘
賊
、
君
臣
更
相

欺
〈
殆
〉〔
詒
〕（
二
十
三
）
、
外
內
殊
辭
。
咎
正
〔
始
〕
起
於
此
（
二
十
四
）
。
大
害
之
根
（
二
十
五
）
、〔
而
〕

危
亡
之
路
也
（
二
十
六
）
。 

  

〔
校
勘
〕
二 

（
一
）
経
は
「
天
下
萬
物
」
の
前
に
「
雖
欲
名
之
為
常
平
、
而
內
亂
何
從
而
得
清
其
治
哉
。
子

今
問
之
、
欲
深
知
其
審
乎
。
天
地
之
性
」
と
い
う
一
文
あ
り
。 

（
二
）
【
天
下
萬
物
】
経
は
「
萬
物
」
に
作
る
。 

（
三
）
【
萬
物
俱
愛
陰
陽
之
氣
】
経
は
「
萬
物
雖
俱
受
陰
陽
之
氣
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
四
）
【
比
若
莫
不
能
】
経
は
「
比
若
魚
不
能
無
水
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
五
）
【
遊
】
経
は
「
游
於
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
六
）
【
不
限
】
経
は
「
無
有
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 
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（
七
）
【
去
矣
】
経
は
「
游
往
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
八
）
【
上
】
経
は
「
土
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
九
）
【
受
】
経
は
「
授
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
十
）
【
宜
】
経
は
「
所
宜
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
十
一
）
【
其
物
】
経
は
「
迺
其
物
」
に
作
る
。 

（
十
二
）
【
國
家
得
富
】
経
は
「
國
家
為
其
得
富
」
に
作
る
。 

（
十
三
）
【
食
之
】
経
は
「
而
食
」
に
作
る
。 

（
十
四
）
【
無
疾
苦
】
経
は
「
無
所
疾
苦
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
十
五
）
【
不
行
而
為
害
】
経
は
「
不
行
為
害
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
十
六
）
【
相
其
土
地
而
種
植
之
】
経
は
「
卜
相
其
土
地
而
種
之
」
に
作
る
。 

（
十
七
）
【
即
】
経
は
「
則
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
十
八
）
【
萬
物
不
竟
天
年
皆
壞
】
経
は
「
萬
物
不
得
成
竟
其
天
年
皆
懷
」
に
作
る
。 

（
十
九
）
【
上
感
皇
天
】
経
は
「
獨
上
感
動
皇
天
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
二
〇
）
【
萬
物
不
收
】
経
は
「
萬
物
無
可
收
得
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
二
十
一
）
【
國
家
貧
極
】
経
は
「
則
國
家
為
其
貧
極
」
に
作
る
。 

（
二
十
二
）
【
天
下
愁
苦
】
経
は
「
得
天
下
愁
苦
」
に
作
る
。 

（
二
十
三
）
【
殆
】
経
は
「
詒
」
に
作
る
。 

（
二
十
四
）
【
咎
正
起
於
此
】
経
は
「
咎
正
始
起
於
此
」
に
作
る
。
〔
経
に
従
う
〕 

（
二
十
五
）
経
は
「
大
害
之
根
」
の
前
に
「
是
者
尚
但
萬
物
不
得
其
所
、
何
況
人
哉
。
天
下
不

能
相
治
正
、
正
由
此
也
。
此
者
」
と
い
う
一
文
あ
り
。 

（
二
十
六
）
【
危
亡
之
路
也
】
経
は
「
而
危
亡
之
路
也
」
に
作
る
。 

  

〔
訓
読
〕
二 

天
下
の
萬
物
、
各
自
に
宜
有
り
。
當
に
其
の
長
ず
る
所
、
能
く
為
す
所
、
能
く
為
さ
ざ
る
所

を
任
ず
べ
く
し
て
、
強
い
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
萬
物
は
俱
に
陰
陽
の
氣
を
受
く
る
と
雖
も
、

比た
と

い
魚
の
水
無
く
し
て
高
山
の
上
に
游
ぐ
こ
と
能
わ
ず
、
其
の
水
有
る
に
及
び
、
高
下
有
る
無

く
し
て
、
皆
能
く
游
往
し
、
大
木
の
土
無
く
し
て
江
海
の
中
に
生
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が
若
し
。

是
を
以
て
古
は
聖
人
・
明
王
の
事
を
授
く
る
や
、
五
土
各
お
の
其
の
宜
し
き
所
を
取
り
、
其
の

物
好
き
且
つ
善
き
を
得
て
、
各
お
の
暢
茂
す
。
國
家
、
富
を
得
て
、
宗
廟
を
し
て
味
を
重
ね
て

之
を
食
せ
し
め
、
天
下
、
安
平
に
し
て
疾
苦
す
る
所
無
く
、
惡
氣
休
止
し
て
害
を
為
す
こ
と
を

行
わ
ず
。
如た

と

い
人
の
其
の
土
地
を
相み

ず
し
て
之
を
種
植
す
れ
ば
、
則
ち
萬
物
、
天
年
を
竟お

わ
ら

ず
皆
壞
る
る
が
ご
と
し
。
冤
結
び
て
解
か
ず
、
因
り
て
夭
終
し
、
獨
り
上
に
皇
天
を
感
動
す
る

の
み
。
萬
物
収
得
す
べ
き
無
く
ん
ば
、
則
ち
國
家
、
貧
極
ま
り
、
食
、
味
を
重
ね
ず
、
宗
廟
、

たとえば

行きて

爲さず
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飢
渴
し
、
天
下
、
愁
苦
し
て
、
人
民
、
更こ

も

ご
も
相
い
殘
賊
し
、
君
臣
、
更こ

も

ご
も
相
い
欺
殆
し
、

外
内
、
辭
殊
な
れ
り
。
咎
、
正
に
此
よ
り
始
起

は

じ

む
。
大
害
の
根
、
危
亡
の
路
な
り
。 

  

〔
現
代
語
訳
〕
二 

天
下
の
万
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
程
度
が
あ
る
。
そ
の
長
所
、
で
き
る
こ
と
、
で
き
な

い
こ
と
を
（
そ
の
ま
ま
）
任
せ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
無
理
や
り
や
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
万
物

は
と
も
に
陰
陽
の
気
を
受
け
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
例
え
ば
魚
に
水
が
な
い
と
高
い
山
の
上

に
は
泳
げ
ず
、
水
が
あ
る
と
高
低
は
関
係
な
く
、
ど
こ
で
も
泳
げ
る
よ
う
に
、
ま
た
大
木
に
は

土
が
な
い
と
大
河
や
海
に
生
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
だ
か
ら
古
は
、
聖
人
・

明
王
が
仕
事
を
授
け
る
際
に
、
五
土
そ
れ
ぞ
れ
の
良
い
と
こ
ろ
を
取
り
、
物
は
良
い
こ
と
を
得

て
、
そ
れ
ぞ
れ
生
い
茂
っ
て
い
く
の
だ
。
国
は
豊
か
さ
を
得
て
、
宗
廟
（
の
祭
祀
）
に
（
供
物

と
し
て
の
）
料
理
を
数
多
く
（
贅
沢
に
）
出
し
て
（
祖
霊
を
）
供
養
す
れ
ば
、
天
下
は
安
ら
か

に
な
り
病
と
苦
し
み
が
無
く
な
り
、
悪
い
気
（
の
動
き
）
が
止
ま
っ
て
害
を
与
え
る
こ
と
を
し

な
い
。
例
え
ば
人
が
そ
の
土
地
を
見
ず
（
選
定
せ
ず
）
に
も
の
を
植
え
た
ら
、（
植
え
ら
れ
た
）

物
が
す
べ
て
天
か
ら
受
け
た
寿
命
を
全
う
こ
と
が
で
き
ず
、
す
べ
て
壊
滅
し
て
し
ま
う
よ
う

な
も
の
だ
。
恨
み
が
で
き
て
解
消
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
早
死
し
、
た
だ
皇
天
を
震
撼
さ
せ
る

だ
け
だ
。
万
物
が
な
に
も
収
得
で
き
な
か
っ
た
ら
、
国
の
貧
し
さ
が
極
点
に
至
り
、
食
事
に
（
僅

か
）
一
種
類
の
料
理
し
か
出
せ
ず
、
宗
廟
（
へ
の
供
物
が
少
な
く
な
り
祖
霊
）
が
飢
え
、
天
下

が
愁
い
苦
し
み
、
民
が
互
い
に
傷
付
け
あ
い
、
君
臣
が
互
い
に
欺
き
あ
い
、
内
外
の
言
葉
が
一

致
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
過
失
は
外
な
ら
ぬ
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
だ
。（
こ
れ
は
）
甚

大
な
る
災
害
の
根
本
で
も
あ
り
、
危
う
い
滅
亡
に
導
く
道
で
も
あ
る
。 

  

〔
注
釈
〕
二 

〇
陰
陽
之
氣 

「
太
平
経
聖
君
秘
旨
」
所
引
『
太
平
経
』
佚
文 

夫
人
本
生
混
沌
之
氣
、
氣
生
精
、
精
生
神
、
神
生
明
。
本
於
陰
陽
之
氣
、
氣
轉
爲
精
、
精

轉
爲
神
、
神
轉
爲
明
。
欲
壽
者
當
守
氣
而
合
神
、
精
不
去
其
形
、
念
此
三
合
以
爲
一
、
久

即
彬
彬
自
見
、
身
中
形
漸
輕
、
精
益
明
、
光
益
精
、
心
中
大
安
、
欣
然
若
喜
、
太
平
氣
應

矣
。
脩
其
內
、
反
應
於
外
。
內
以
致
壽
、
外
以
致
理
。
非
用
筋
力
、
自
然
而
致
太
平
矣
。 

〇
授
事 

『
漢
書
』
巻
二
四
「
食
貨
志
」 

聖
王
量
能
授
事
、
四
民
陳
力
受
職
、
故
朝
亡
廃
官
、
邑
亡
敖
民
、
地
亡
曠
土
。 

ふさわしいありかた

を任せるべきであって

は

感動させる→訴える（刺激する）

飢渇し

上下外內
四境

公羊傳僖公26年
乞師者何、卑辭也、曷為以外内同若辭
左傳昭公傳三十二年．春．王正月．公在乾侯．言不能外內．又不能用其人也．

なくなるようなものだ

怨みを懐き，

五土はそれぞれにふさわしいことを得て，万物もよい状態になる．
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〇
五
土 

 

『
後
漢
書
』
巻
二
「
明
帝
紀
」 

 
 

今
五
土
之
宜
、
返
其
正
色
。（
李
賢
）
注
：
周
禮
曰
、
山
林
、
川
澤
、
丘
陵
、
墳
衍
、
原

隰
，
謂
之
五
土
也
。
色
謂
其
黃
、
白
、
青
、
黑
之
類
。
孔
安
國
曰
、
水
所
去
、
土
復
其
性

也
。 

『
周
礼
』「
大
司
徒
」 

大
司
徒
之
職
、
掌
建
邦
之
土
地
之
圖
、
與
其
人
民
之
數
、
以
佐
王
安
擾
邦
國
。
以
天
下
土

地
之
圖
、
周
知
九
州
之
地
域
廣
輪
之
數
。
辨
其
山
林
、
川
澤
、
丘
陵
、
墳
衍
、
原
隰
之
名

物
、
而
辨
其
邦
國
都
鄙
之
數
、
制
其
畿
疆
而
溝
封
之
、
設
其
社
稷
之
壝
而
樹
之
田
主
。
各

以
其
野
之
所
宜
木
、
遂
以
名
其
社
與
其
野
。
以
土
會
之
灋
、
辨
五
地
之
物
生
。
一
曰
山
林
、

其
動
物
宜
毛
物
、
其
植
物
宜
早
物
、
其
民
毛
而
方
。
二
曰
川
澤
、
其
動
物
宜
鱗
物
、
其
植

物
宜
膏
物
、
其
民
黑
而
津
。
三
曰
丘
陵
、
其
動
物
宜
羽
物
、
其
植
物
宜
覈
物
、
其
民
專
而

長
。
四
曰
墳
衍
、
其
動
物
宜
介
物
、
其
植
物
宜
莢
物
、
其
民
晳
而
瘠
。
五
曰
原
隰
、
其
動

物
宜
臝
物
、
其
植
物
宜
叢
物
、
其
民
豐
肉
而
庳
。 

〇
重
味 

『
史
記
』
巻
四
一
「
越
王
句
践
世
家
」 

吳
王
將
伐
齊
。
子
胥
諫
曰
、
未
可
。
臣
聞
句
踐
食
不
重
味
、
與
百
姓
同
苦
樂
。
此
人
不
死
、

必
為
國
患
。 

『
文
子
』「
上
仁
」 

國
有
飢
者
、
食
不
重
味
、
民
有
寒
者
、
冬
不
被
裘
、
與
民
同
苦
樂
、
即
天
下
無
哀
民
。 

〇
天
年 

『
太
平
経
鈔
』
戊
部 

古
賢
聖
人
之
法
、
樂
人
爲
善
、
使
不
相
賊
傷
、
欲
令
各
終
天
年
、
還
反
其
道
、
防
絕
其
本
、

得
睹
太
平
之
氣
也
。 

〇
獨
上
感
動
皇
天 

『
太
平
経
鈔
』
癸
部 

故
瑞
應
反
從
人
胸
中
來
。
故
有
可
欲
爲
、
皆
見
瑞
應
、
何
有
不
來
者
乎
。
夫
至
誠
乃
感
皇

天
、
陰
陽
爲
之
移
動
、
誰
往
爲
動
者
乎
。
身
形
不
能
往
動
也
。
動
也
者
、
冥
乃
心
中
、
至

誠
感
天
也
。 

  

◎
附
録 

『
太
平
経
合
校
』
太
平
経
巻
五
十
四
使
能
無
爭
訟
法
第
八
十
一 

「
吾
所
問
積
多
，
見
天
師
言
，
事
快
而
無
已
，
其
問
無
足
時
，
復
謹
乞
一
兩
言
。
」
「
平
行
。
」

「
今
吾
願
欲
得
天
地
陰
陽
人
民
跂
行
萬
物
凡
事
之
心
意
，
常
使
其
喜
善
無
已
，
日
遊
而
無
職
無

事
，
其
身
各
自
正
，
不
復
轉
相
愁
苦
，
更
相
過
責
，
豈
可
得
聞
乎
哉
？
」「
子
今
且
言
，
何
一
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絕
快
殊
異
；
可
問
者
，
何
一
好
善
無
雙
也
。
然
，
若
子
所
問
，
猶
當
順
事
，
各
得
其
心
，
而
因

其
材
能
所
及
，
無
敢
反
強
其
所
不
能
爲
也
。
如
是
即
各
得
其
所
欲
，
各
得
其
欲
，
則
無
有
相
愁

苦
者
也
，
即
各
得
其
心
意
矣
，
可
謂
遊
而
無
職
事
矣
。
〈
起
〉
天
地
之
間
，
常
悉
使
非
其
能
，

強
作
其
所
不
及
，
而
難
其
所
不
能
，
時
睹
於
其
不
能
爲
，
不
能
言
，
不
憐
而
教
之
，
反
就
責
之
，

使
其
冤
結
，
多
忿
爭
訟
，
民
愁
苦
困
窮
。
即
仰
而
呼
皇
天
，
誠
冤
誠
冤
，
氣
感
動
六
方
。
故
致

災
變
紛
紛
，
畜
積
非
一
，
不
可
卒
除
，
爲
害
甚
甚
，
是
即
失
天
下
之
人
心
意
矣
。
終
反
無
成
功
，

變
怪
不
絕
，
太
平
之
氣
，
何
從
得
來
哉
，
故
不
能
致
太
平
也
，
咎
正
在
此
。
」〈
止
〉「
雖
欲
名

之
爲
常
平
，
而
內
亂
何
從
而
得
清
其
治
哉
？
」
「
子
今
問
之
，
欲
深
知
其
審
乎
！
天
地
之
性
，

〈
起
〉
萬
物
各
自
有
宜
。
當
任
其
所
長
，
所
能
爲
，
所
不
能
爲
者
，
而
不
可
強
也
；
萬
物
雖
俱

受
陰
陽
之
氣
，
比
若
魚
不
能
無
水
，
游
於
高
山
之
上
，
及
其
有
水
，
無
有
高
下
，
皆
能
游
往
；

大
木
不
能
無
土
，
生
於
江
海
之
中
。
是
以
古
者
聖
人
明
王
之
授
事
也
，
五
土
各
取
其
所
宜
，
迺

其
物
得
好
且
善
，
而
各
暢
茂
，
國
家
爲
其
得
富
，
令
宗
廟
重
味
而
食
，
天
下
安
平
，
無
所
疾
苦
，

惡
氣
休
止
，
不
行
爲
害
。
如
人
不
卜
相
其
土
地
而
種
之
，
則
萬
物
不
得
成
竟
其
天
年
，
皆
懷
冤

結
不
解
；
因
而
夭
終
，
獨
上
感
動
皇
天
，
萬
物
無
可
收
得
，
則
國
家
爲
其
貧
極
，
食
不
重
味
，

宗
廟
飢
渴
，
得
天
下
愁
苦
，
人
民
更
相
殘
賊
，
君
臣
更
相
欺
詒
，
外
內
殊
辭
，
咎
正
始
起
於
此
。

是
者
尚
但
萬
物
不
得
其
所
，
何
況
人
哉
？
天
下
不
能
相
治
正
，
正
由
此
也
。
此
者
，
大
害
之
根
，

而
危
亡
之
路
也
〈
止
〉 

 


